
入 札 説 明 書 

― 大淀事務所改築工事 ― 

大淀事務所改築工事 に係る事後審査型一般競争入札については、関係法令等に定め

るもののほか、この入札説明書によるものとします。 

入札に参加する者は、下記の事項を熟知の上、入札しなければなりません。

※当該入札は、奈良県広域水道企業団（以下、「企業団」といいます。）発注の案件で

すが、手続きの一部を除き大淀町役場総務課入札契約係を窓口として手続きを行な

います。 

 第１ 競争入札に付する事項等 

（１）工 事 名  大淀事務所改築工事 

（２）工 事 番 号  第７－大工３号 

（３）工 事 場 所  大淀町 下渕 地内 

（４）工 事 の 内 容  建築工事 1式 

電気設備工事 1 式 

機械設備工事 1 式 

（５）工 期  契約締結日の翌日から令和８年２月２７日（金）まで 

（６）予 定 価 格   金 １９，４３７，０００ 円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

（７）最低制限価格   金 １７，４６８，０００ 円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

（８）入 札 方 法  事後審査型条件付一般競争入札（郵便入札） 

（９）入 札 回 数  １回 

（10）入 札 保 証 金  免除する 

            契約規程第４条第１項第２号の規定により入札保証金は免除とします。

ただし、落札者が契約を締結しない場合には、損害賠償金として入札金

額（消費税及び地方消費税相当額を除く。）の１００分の５に相当する

額を納めなければなりません。 

（11）落札者の決定方法  予定価格及び最低制限価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した

者を落札候補者とし、第９に定める資格確認の結果、入札参加資格要件を

満たしていると認められた後に、落札者と決定します。 

（12）支 払 条 件  引渡し検査合格後、支払請求を受けた日から４０日以内 

（13）議 会 の 議 決  不要 

第２ 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

 令和６・７年度大淀町入札参加資格者名簿（建設工事）の資格業種「建築一式工事」に登録のある

者のうち、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、第４に定める競争入札参加表明書を提出した者の

みが、この工事の競争入札に参加できます。 



（１） 入札公告日において次に掲げる資格要件をすべて満たしていること。 

① 大淀町内に本店を有する者であること。 

② 「大淀町建設工事に係る格付要領」に基づく令和６・７年度建設工事業者格付名簿で「建

築一式工事」の「A級」、「B級」又は「C級」に位置付けられている者であること。 

③ 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号。以下「建設業法」という。）第 3条の規定による「建

築工事業」の建設業の許可を受けている者であること。 

   ④ 建設業法第 27 条の 23 第 1 項の規定による経営事項審査（審査基準日が第 4 に定める競

争入札参加表明書の提出日前より 1 年 7 ヶ月以内のもののうち直近のものとし、本契約締

結日まで有効なものに限ります。）において「建築一式工事」について審査を受けている者

であること。 

（２） この工事を行う期間中、次に掲げる条件を満たす「建築一式工事」の主任技術者を 1 名配

置できること。ただし、監理技術者を置くことが必要な工事では、監理技術者を配置する

こと。 

（請負金額が 9,000 万円以上の場合は、専任の技術者を配置しなければなりません。） 

①  主任技術者にあっては、次のいずれかに該当し、競争入札参加表明書の提出の日におい

て、入札に参加しようとする者と 3ヶ月以上の直接的雇用関係にあること。 

ⅰ）実務経験を有する者（高等学校の指定学科卒業後 5年以上、高等専門学校及び大学の

指定学科卒業後 3年以上、その他 10 年以上） 

ⅱ）1級又は 2級国家資格者 等 

   ② 監理技術者にあっては、1 級国家資格者等であり、「監理技術者資格者証」及び「監理技

術者講習修了証」の交付を受けている者で、競争入札参加表明書の提出の日において、入

札に参加しようとする者と 3ヶ月以上の直接的雇用関係にあること。 

（３）次に掲げるこの入札に係る工事の設計業務の受託者と、資本面または人事面において関連

がある者でないこと。

名 称：有限会社 優歩 

    所在地：奈良県吉野郡大淀町桧垣本１２５番地の９９ 

（４）施行令第１６７条の４に規定する事項に該当しない者であること。 

（５）競争入札参加表明書の提出時点及びその後入札執行日までの間において、奈良県、大淀町又

は企業団の入札参加資格停止措置を受けていない者であること。 

（６）破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条の規定に基づく破産手続き開始の申立てをして

いない者又は申立てをなされていない者であること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の申立て（同

法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係る同法による改

正前の会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）第３０条の規定による更生手続開始の申立

てを含む。）をしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法に基づ

く更生手続開始の決定を受けた者であっても更生計画が認可された者については、更生手続

開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。 

（８）平成１２年３月３１日以前に民事再生法（平成１１年法律第２２５号）附則第２条による廃

止前の和議法（大正１１年法律第７２号）第１２条第１項の規定による和議開始の申立てを

していない者であること。 

（９）平成１２年４月１日以後に民事再生法第２１条の規定による再生手続開始の申立てをしてい

ない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法に基づく再生手続き開始の

決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた者については、再生手続き開始

の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。 



第３ 設計図書等の有償頒布及び質疑回答 

（１）この工事に係る設計図書、図面、仕様書、参考資料等（以下「設計図書等」という。）は下

記の期間及び場所で有償頒布します。 

① 期 間   令和 ７年１０月２０日（月）から令和 ７年１０月３１日（金）まで  

の午前８時３０分から午後５時まで 

（土曜日、日曜日、祝日、及び正午から午後１時までは除きます。） 

② 場 所   大淀町役場 総務部 総務課 入札契約係 

③ 頒布価格  １単位 ５００円 

④ 購入代金は入札参加希望者の負担とします。なお、購入後においては、入札参加資格がな

いことが判明し入札への参加を認めない場合（入札参加資格の取消しを含みます。）、入札

を辞退した場合、入札中止（企業団又は大淀町の瑕疵によるものは除きます。）又は不成立

となった場合であっても購入代金は返還しません。 

⑤ 入札参加希望者は、設計図書等の購入時に必ず設計図書等閲覧申請書及び定められた購入

金額（５００円）を持参のうえ来庁してください。 

※ 設計図書等閲覧申請書は入札参加希望者の従業員による作成・提出でも可とします

が、その際は、従業員証明書等をご提示いただき、名刺１枚を提出してください。 

  ※ 設計図書等閲覧申請書の様式は上記の期間及び場所で配布するほか、大淀町のホーム

ページ（https://www.town.oyodo.lg.jp/）でダウンロードすることができます。 

（２）入札参加希望者（代わりに行う従業員を含みます。）が設計図書等の有償頒布を受けない

場合は、入札に参加することができません。 

（３）質疑の受付については、質疑の有無に関わらず質疑書を下記の通り、ＦＡＸにて送付してく

ださい。なお、電話により必ず到着したか確認してください。持参によるものは受け付けま

せん。 

① 期 間   令和 ７年１０月２０日（月）から令和 ７年１１月 ４日（火） まで  

         の午前８時３０分から午後５時まで

（土曜日、日曜日、祝日及び正午から午後１時までは除きます。） 

    ② 送信先      ＦＡＸ ０７４７－５２－４３１０ 

『 大淀町役場 総務部 総務課 入札契約係 』  宛 

           なお、期日までに提出のない場合は質疑のないものとみなします。 

（４）質疑書に対する回答については、令和 ７年１１月 ６日（木）

午後５時までに入札契約係より各者にＦＡＸにて送付します。 

（ただし、いずれの者からも質疑がなくその旨を回答する場合は、回答時において既に辞退

した者を除きます。） 

第４ 競争入札参加表明書の提出 

 （１）この工事の競争入札に参加しようとする者は、競争入札参加表明書を次のとおり提出しなけ

ればなりません。 

① 期 間   令和 ７年１０月２０日（月）から令和 ７年１０月３１日（金）まで（必着）

※到着期限後に到着した表明書については無効となります。 

※持参による場合は上記の期間の午前８時３０分から午後５時までとし、土

曜日、日曜日、祝日、及び正午から午後１時までは除きます。 

   ② 場 所   大淀町役場 総務部 総務課 入札契約係 



③ 提出方法  提出は、書留郵便による郵送、または持参によること。 

④ その他   競争入札参加表明書の様式は上記の期間及び場所で配布するほか、大淀町の

ホームページでダウンロードすることができます。 

第５ 入札の手続き及び開札の日時等 

（１）入札書は、郵便により提出すること。なお、郵便は書留又は簡易書留郵便としてください。

持参によるものは受付できません。作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。（そ

の他詳細は、郵便入札の概要を参照してください。） 

① 提出期限  令和 ７年１１月１２日（水） まで（必着）

※ 到着期限後に到着した入札については無効となります。 

② 入札書と併せて提出を求めるもの（同封） 

        ・入札金額見積内訳書 

③ 提出場所  〒６３８－８５０１ 

奈良県吉野郡大淀町大字桧垣本２０９０番地 

大淀町役場 総務部 総務課 入札契約係 

（２）開札の日時  令和 ７年１１月１３日（木） 午後 １時３０分 

（３）開札の場所  大淀町役場 ３階 ３０１会議室

 （４）開札立会人  入札参加者が開札の立会いを希望する場合には、開札立会申請書（様式第３

号・ホームページ掲載）を開札日前日（開札日前日が大淀町の休日を定める

条例に規定する町の休日に当たるときは、その直前の開庁日とします。）の

正午までに大淀町役場総務課入札契約係までＦＡＸにて送付してください。

開札立会人は２名までとし、希望者が３名以上の場合は開札立会申請書の先

着順とし、立会いただけない場合は開札前日の午後５時までに適宜ご連絡し

ます。なお、開札立会申請書を提出後、開札日までに入札契約係より連絡の

ない場合は立会いを了承したものとします。立会人には、開札終了後に開札

確認書へ署名、押印をお願いしますので開札日に印鑑を持参してください。

また、立会いを希望する者がいない又は２名より不足する場合には入札執行

事務に関係のない町職員が立会いを行います。 

第６ 入札の方法等 

（１）入札金額は、本工事にかかる費用の総額（消費税及び消費税相当額を除く。）を、記載して

ください。【総価入札】 

（２）入札金額は、千円単位とし、算用数字にて記入してください。 

（３）入札者は、その提出した入札書を書換え、引換え又は撤回（入札書の郵送後に辞退する場合

は除きます。）することはできません。 

（４）開札が行われるまでは、いつでも入札を辞退することができます。途中において入札を希望

しないこととなった場合は、次の手続きにより辞退届を提出してください。なお、この手続

きにより入札を辞退した者は、これを理由として以降の入札等において不利益な取扱いを

受けるものではありません。 

① 辞退届を持参又は書留郵便により提出する。 

② 辞退届または辞退する旨を記載した入札書を入札書の到達期限までに書留郵便により郵

送する。 



（５）入札執行回数は１回とし、入札の結果、落札となるべき入札がないときは、入札不調とし、

入札を打ち切ります。 

第７ 入札の無効 

（１）次の各号に該当する入札は、無効とします。 

① 入札書に記名、押印を欠く入札（不明瞭で確認しがたい場合を含む） 

② 入札書の重要な文字の誤字、脱字等により必要な事項を確認できない入札 

③ 同一事項の入札について２以上の入札書等を提出した者の行った入札 

④ 入札執行者の指定した入札方法によらない入札 

⑤ 入札金額を訂正した入札若しくは判読しがたいと認められる入札 

⑥ 入札金額以外の事項を訂正した場合においては、その訂正箇所に押印（訂正印）のない

入札書による入札 

⑦ 極端に低い価格の入札（建設工事請負にかかる入札の場合に限る。）（入札書比較価格の

１０％以下の額の入札とし、桁違いによる錯誤とみなします。） 

⑧ 入札保証金の納付がない入札、又は入札保証金の額が入札金額の１００分の５に満たな

い入札。（入札保証金を免除する場合を除く。） 

⑨ 入札金額見積内訳書の提出を求めるにあたり、次に掲げるもののいずれかに該当する入

札 

・入札金額見積内訳書の提出がない入札 

  ・入札書に記載されている「入札金額」と入札金額見積内訳書における「入札書記載金

額」が一致しない入札 

  ・入札金額見積内訳書における「見積項目ごとの金額の合計」と「入札書記載金額」が

一致しない入札 

  ・入札金額見積内訳書において、設計書等にて示された見積項目ごとの金額、各合計金

額及び総合計金額の記載がない場合の入札 

   ・入札金額見積内訳書における「入札書記載金額」欄の千円以下の端数切りを省いて入

札書に記載した場合の入札（端数切りを指定していない場合は除く。） 

⑩ 最低制限価格を設定した場合にあっては、最低制限価格を下回る金額の入札 

⑪ 郵便入札の場合にあっては、次に掲げるもののいずれかに該当する入札 

・書留郵便以外の郵送、持参、ファクシミリ、電報、電子メール等郵便入札の方法によ

らない入札 

  ・入札書到着期限後に到着した入札 

  ・郵便入札封筒に記載の業務名又は差出人名と、同封された入札書の業務名又は入札者

名が相違する入札 

  ・郵便入札封筒に業務名又は差出人名等の記載がなされていない入札 

  ・入札用封筒に封かん及び封印のない入札 

・その他入札執行者において無効と認められる入札 

（２）次の各号に該当する者は失格とし、その者のなした入札は無効とします。 

① 入札に参加資格のない者 

② 代理人で委任状を提出しない者 

③ 他人の代理を兼ねた者 

④ ２以上の者の代理をした者 

⑤ 入札に際して公正な入札の執行を妨害する行為をなした者 

⑥ 入札に関し談合等の不正行為をした者 



⑦ 係員の指示に従わない等、入札室の秩序を乱した者 

⑧ 競争入札参加表明書を提出しない者、または虚偽の内容を記載し提出した者 

⑨ 落札候補者となりながら、指定される期限までに一般競争入札参加資格等確認申請書及

び添付書類を提出しない者 

⑩ 入札参加資格確認のための指示に従わない者 

⑪ その他、企業団の定める入札条件に違反した者 

（３）落札決定までの間において、上記（２）のいずれかに該当することとなった場合、又は該

当する事実が判明した場合には、当該入札者は失格とし、その者のなした入札は無効とし

ます。

（４）無効となった入札書等は返却しません。

第８ 落札の決定方法 

（１）予定価格及び最低制限価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札候補

者とします。落札候補者が決定したときは、落札候補者決定通知書により当該落札候補者に

通知します。また、落札候補者の決定において、落札候補者となるべき入札をした者が２人

以上あるときは、後日、開札事務従事職員及び当該入札者（代理人を含みます。）の出席の

もと、「くじ」により落札候補者及びその次の順位以降の者を決定します。この場合「くじ」

を辞退することはできず、「くじ」を引かない者があるときは、当該入札者に代えて当該入

札事務に関係のない町職員に「くじ」を引かせることとします。 

（２）開札時、落札者の決定については一時保留し、落札候補者に対し第９に定める入札参加資格

の確認を行ったうえで落札者を決定します。 

また、落札候補者が次のいずれかに該当する場合は、当該落札候補者を落札者とせず、次の

順位の者を落札候補者として入札参加資格の確認を行い、落札者が決定するまで順次、入札

参加資格の確認を行います。 

    ・入札参加資格の確認の結果、入札参加資格要件を満たさないと認められる場合 

    ・落札決定までに入札参加資格要件を満たさなくなった場合 

    ・定められた期間内に一般競争入札参加資格等確認申請書を提出しないとき 

（３）落札価格の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分１０に相当

する金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）を加

算した金額をもって落札価格としますので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免

税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額

を入札書に記載してください。 

※ 落札候補者の決定以降の手続きについては、企業団大淀事務所工務課を窓口として行います。 

第９ 入札参加資格の確認 

 開札後、落札候補者を決定したときは、その者に対し入札参加資格の確認を行います。落札候補者

となった者は、次のとおり一般競争入札参加資格等確認申請書を企業長に提出しなければなりませ

ん。  

（１）提出期間  落札候補者決定通知を受けた日の翌日から起算して２日以内（土曜日、日曜日

及び祝日を除きます。） 

（２）提出場所  奈良県広域水道企業団 大淀事務所 工務課 

（３）提出書類  一般競争入札参加資格等確認申請書に次の添付書類を添えて提出するものと

します。 



・建設業許可の状況及び経営事項審査の結果を記載した書面（別紙１） 

         ・配置予定技術者の資格・工事経歴報告書（別紙２） 

        ・設計業務受託者との関係及び地方自治法施行令第 167 条の 4 に規定する事

項等への該当の有無を記載した書面（別紙３）

         ・競争入札参加資格確認申請書チェックリスト（別紙４）

（４）その他   先に定める入札参加資格の確認の結果、入札参加資格要件を満たしていると認

められる場合は、当該落札候補者を落札者と決定し、落札決定通知書により当

該落札者に通知します。

第１０ その他

（１）入札の中止等 

競争入札による入札手続き執行途中、又は入札時において、入札者が２者未満となった場

合は、その段階で入札は中止とします。また、適正な競争入札の執行ができないと認められ

る場合においても入札を延期し、中止し又は取消しをすることがあります。 

（２）入札結果の公表 

企業団ホームページ（https://www.union.nara-water.lg.jp）へ掲載します。 

（３）契約書作成の要否 

要します。（落札決定後５日以内） 

（４）契約者 

奈良県広域水道企業団 企業長 山下 真 

（５）契約条項を示す場所及び契約を担当する課等の名称、所在地等 

〒６３８－０８２１ 奈良県吉野郡大淀町下渕９６１ 

奈良県広域水道企業団 大淀事務所 工務課  ℡０７４７－５２－０１３７ 

（６）契約の不締結 

落札決定後、契約締結までの間に、落札者について次のいずれかに該当することとなった

とき又は該当する事実が判明したときは、契約を締結しないものとします。 

① 第７（２）①から⑪のいずれかに該当する場合、またはした事実が判明した場合 

② 施行令第１６７条の４の規定に該当する場合 

③ 奈良県、大淀町又は企業団において入札参加資格停止措置を受けた場合 

④ 破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条の規定に基づく破産手続き開始の申立てを

した場合又は申立てがなされた場合 

⑤ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の申立て

（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係る同法に

よる改正前の会社更生法（昭和２７年法律１７２号）第３０条の規定による更生手続開

始の申立てを含む。）をした場合又は申立てがなされた場合。ただし、同法に基づく更生

手続開始の決定を受けた場合であっても更生計画が認可された場合については、更生手

続開始の申立てをしなかった場合又は申立てをなされなかった場合とみなします。

⑥ 平成１２年３月３１日以前に民事再生法（平成１１年法律第２２５号）附則第２条によ

る廃止前の和議法（大正１１年法律第７２号）第１２条第１項の規定による和議開始の

申立てをした場合

⑦ 平成１２年４月１日以後に民事再生法第２１条の規定による再生手続開始の申立てをし

た場合又は申立てがなされた場合。ただし、同法に基づく再生手続き開始の決定を受け

た場合であっても、再生計画の認可の決定を受けた場合については、再生手続き開始の



申立てをしなかった場合又は申立てをなされなかった場合とみなします。

⑧ 契約関係を継続し難い重大な事由があると認められる場合で、次の各号に掲げる場合

（ア）役員等（受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者

を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時企業団発注契約に

係る契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。

以下同じ。）が暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 
年法律第 77 号）第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。）又は暴力団員（暴力

団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団

員をいう。）であると認められるとき。 

（イ）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められる

とき。 

（ウ）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると

認められるとき。 

（エ）上記イ及びウに掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難

されるべき関係を有していると認められるとき。 

（オ）企業団発注契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約（以下「下請

契約等」という。）に当たり、その相手方が上記１から５までのいずれかに該当す

る ことを知りながら、当該者と契約を締結したとき。 

（カ）受注者が、上記アからエまでのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方とし

て いた場合（上記オに該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対して当該

契約の 解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

（キ）契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわら

ず、 遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。 

（７）契約保証金 

要する   契約規程第 19 条の規定に基づき徴収します。ただし、同条第１項第１号又は

第５号に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除します。ただ

し、免除した場合においても、同規程２４条の規定により契約解除となった場合

には、損害賠償金として契約金額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の１

００分の１０に相当する額を納めるものとします。

    ① 契約保証金の金額  契約金額の１００分の１０ 

    ② 納付の方法     契約保証金は、現金又は銀行振出小切手によるものと

します。 

         ③ 免除該当条項 

第１号）保険会社との間に企業団を被保険者とする履行保証保険契約を締結     

した者 

第５号）過去に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締

結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者である等契約を履行し

ないこととなるおそれがないと認められるもの。 

         ④ 免除を受ける方法  

           上記条項の適用により免除を受ける場合は、それぞれ、その事実に該当する

ことを証する書類を契約時に提出する必要があります。 



（８）その他詳細や定めのない事項については、関係法令によるものとします。 

（９）問い合わせ 

不明な点については、〒６３８－８５０１ 

奈良県吉野郡大淀町大字桧垣本２０９０番地 

大淀町役場 総務部 総務課 入札契約係 

T E L：０７４７－５２－５５０１ （内線２０６） 

F A X：０７４７－５２－４３１０ 

e-mail：soumu@town.oyodo.lg.jp 

まで問い合わせてください。 


